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東京大都市圏におけるクラフトビールイベントの展開と若者観光
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近年の世界的なクラフトビールブームのなか，ビールの消費量が減少している日本においてもクラ
フトビールの人気が高まりをみせている。とくにクラフトビールをテーマとしたイベントは全国各地
で開催されるようになり，単なるプロモーションだけではなく，地域活性化の手段としても注目され
始めている。また，それらのイベントは，ビール離れが進行しているとされる若者をも集客しており，
若者のイベントとしての様相もみせている。本研究は，イベントの集積がみられる東京都を対象とし
て，クラフトビールイベントの展開と若者のクラフトビール消費行動の関係性についてフード・ツー
リズムの観点から一考察を試みるものである。そこでは，クラフトビールイベントを通じた若者の消
費行動による新たなクラフトビール文化が形成され，その文化を背景とするオルタナティブな都市型
フード・ツーリズムの形態が存立していることが示唆された。
キーワード：クラフトビール，若者，クラフトビールイベント，都市型フード・ツーリズム

Ⅰ　はじめに

近年，クラフトビールが世界的なトレンドと

なっている。そのトレンドは，ビールの生産から

消費までのフードシステムのみならず，原材料と

なるホップの生産量にまで大きな影響を与えてい

る。とくにアメリカでは，ビール醸造が1980年

代以降急速に発展し，禁酒法以降最低を記録した

1978年の時点で78場に過ぎなかったビール醸造

所数が，2016年には5,301場にまで増加した。そ

のうち，5,234場がクラフトビールを製造する醸

造所である。

その一方で，日本においても世界的なクラフト

ビールブームに乗り，クラフトビールを製造する

醸造所やそれらを扱う飲食店が増加している。そ

れは「第3次クラフトビールブーム」であるとさ

れ，雑誌や新聞などのメディアでも取り上げられ

る機会も多くなっている。また，酒販店や百貨店

などにおいてもクラフトビールコーナーが設けら

れるなど急速な拡大をみせている。このような流

れに，大手のビール会社も敏感に反応しており，

2015年にはキリンビールが，スプリングバレー

ブルワリー1）を設立し，オリジナルブランドの

ビール醸造を行うようになった。サッポロビール

は同様にジャパンプレミアムブリューを子会社と

して設立した。アサヒビールとサントリーについ

ても，クラフトビールにインスパイアされた新ブ

ランドを立ち上げるなど，昨今のクラフトビール

ブームを大きなトレンドとして捉えていることが

わかる。

さらに，クラフトビールをテーマとするイベン

トも増加し，首都圏を中心に全国各地に広まって

いる。これらのイベントは，ビール愛好者の集ま

りとしてだけではなく，今までクラフトビールに

触れてこなかった消費者に対するプロモーション

や地域活性化の手段としても機能している。そし
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て近年では，ポップなイメージで宣伝を行った

り，SNSを活用して情報発信することでビールの

中心的な消費者層ではなかった若者をも取り込む

ことに成功している。

学術分野においても，クラフトビールに関す

る研究が展開してきている。地理学分野から

は，ケネソー州立大学のMark PattersonとNancy 

Hoalst-Pullenを中心とするメンバーによるビール

関連研究論文集である「The Geography of Beer」

（Patterson and Pullen，2014）が出版されたほか，

アメリカ地理学会（AAG）においてもクラフト

ビールに関する研究グループが発足するなど研究

の萌芽がみられる。一方で日本においては，クラ

フトビール醸造やそれに関連する事業展開がみら

れるにも関わらず，学術的研究についてはあまり

進展していない。地理学分野からの研究は極めて

少なく，北海道におけるクラフトビールの展開に

ついて計量的に分析した堤（1999）や日本のクラ

フトビール産業について考察した柴田（2001）の

みにとどまっている。しかし，いずれの研究にお

いても発表から既に15年以上の年月が経過して

おり，クラフトビールを取り巻く環境も大きく変

化してしまっている。そのため，新たなムーブメ

ントとしての日本のクラフトビールの現状を改め

て地理学的な視点から捉えることが，今後の研究

発展の基礎としても重要となっている。そのよう

な新たなクラフトビールの動きは従来のビールの

中心的な消費層である中高年だけではなく，若年

層においても広がりをみせていることに特徴があ

る。そのため，現在のクラフトビールムーブメン

トについて捉えるためには，若年層の動向につい

て把握することが必要となる。その一方で，若者

を取り込むクラフトビールイベントの存在もあ

る。そして，そのようなイベントは，普段ビール

を飲まない若者にとっての非日常的な体験の場と

もなり，観光の対象ともなり得る。そこで，本研

究ではクラフトビールイベントの集積がみられる

東京都を対象として，クラフトビールイベントの

展開と若者のクラフトビール消費行動の関係性に

ついてフード・ツーリズムの観点から一考察を試

みる。

なお，クラフトビールという用語の定義につ

いては，現在もさまざまな議論がなされている

ものの，アメリカ・ビール醸造協会（Brewers 

Association:以下 BA）によるクラフトブルワーに

関する定義が常套的に使用されている。

小規模であること
 　年間製造量が600万バレル（アメリカ全体で

の年間売上総量の約3％）以下である。ビール

製造が交互所有権の規則に則っていること。

独立していること
 　クラフトビール醸造業者以外の酒類製造業者

によって所有もしくは管理されている（または

同等の経済的利益を得ている）割合が25％未

満であること。

伝統的であること
 　伝統的もしくは革新的な原材料の使用や，発

酵に由来するフレーバーをもつビールが製造す

る酒類の大半を占めている業者であること。フ

レーバー付けしたモルト飲料（FBMs）はビー

ルとはみなされない。

 （Brewers Association: 筆者訳）

つまり，BAの定義によると，クラフトビール

とはそのようなクラフトブルワーによって醸造さ

れるビールのことであり，その要件は醸造量と経

営，製法の3点から規定されている。しかし，こ

の定義はあくまでアメリカにおけるクラフトビー

ル醸造業者について定義するものであり，日本

におけるクラフトビールを定義するものではな

い。とくに，600万バレル（約700,000kl）という
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製造量についてはCraft Drinks（2015a）が指摘し

ているように，一人当たりのビール消費量が少な

く，結果として製造量も限られる日本の文脈にお

いては大きすぎる量であり，適用する意義は弱い

と考えられる。いわば，日本においてはクラフト

ビールという用語についての根本的な定義は存在

していないというのが現状である。また，Craft 

Drinks（2015b）は，そのような定義の不在を鑑

み，「通信販売酒類小売業免許」において販売可

能なビールが年間製造量3,000kl未満の醸造所に

よっていることから，3,000klという製造量が日

本の大手とその他のクラフトブルワリーとの境界

の目安となることを指摘している。しかし，その

分類では現在のクラフトビール業界をけん引して

きた上原酒造（エチゴビール）や木内酒造（常陸

野ネスト），ヤッホーブルーイングなどの中心的

な醸造所が外れてしまうことになる。そこで，本

稿においてはクラフトビールという用語について

は便宜上，「大手5社2）以外が醸造するビール」と

定義して使用することとする。また，クラフト

ビールと類似する用語として「地ビール」という

用語がある。こちらの用語についても，日本にお

いてのみ使用されているものであり，明確な定義

も存在しない。しかし，一般にクラフトビールと

同義語として扱われることも多いため，本稿では

地ビールとは「日本において製造されるクラフト

ビール」を意味するものとする。

Ⅱ　日本におけるクラフトビールの歴史

日本におけるクラフトビールは酒税法に関連し

て出現した。日本の酒税法では，第7条2項にお

いて酒類ごとに最低醸造数量基準が設定されてお

り，それを満たさない場合には製造免許を受ける

ことができない。ビールに関しては，1959年以

来，最低醸造数量基準が年間2,000klと設定され

てきた。この数量は大規模な工場設備を必要とす

るものであり，いわゆる大手のビール会社以外の

ビール醸造への参入は困難であることを意味して

いた。

しかし，1993年，当時の細川内閣による緊急

経済対策の一環として，新規事業の創出や事業の

拡大の公的規制の緩和が目指されると，翌1994

年に酒税法の一部改正が行われ，最低醸造数量基

準が60klに引き下げられた（黄金井，2012）。そ

の結果，1994年度に改正後の酒税法に基づいて

ビール醸造免許を取得した上原酒造（エチゴビー

ル），オホーツクビール，隅田川ブルーイングな

どの6場を皮切りとして，日本全国に小規模の

ビール醸造所が出現するようになったのである。

そのような小規模醸造所で製造されるビール

は，日本各地の酒蔵で醸される日本酒「地酒」に

対して「地ビール」と呼ばれるようになり，地域

経済の活性化をもたらす新たな商材として地方都

市や観光地において新規参入企業によって盛んに

製造されるようになった。それが，いわゆる「地

ビールブーム（第1次クラフトビールブーム）」

である。その過程において醸造所数は急速に増加

し，1996年には103場，1999年には264場を数え

るまでに展開した（図1）。

しかし，そのようなクラフトビールブームも長

くは続かなかった。その背景には2つの要因が存

在した。まず1つは，その当時の一部の醸造所は

単に流行に追従してきたものであり，酒類や食料

品とは関係のない異業種からの参入も多く，製造

技術に乏しい業者も存在した。また，日本におい

ては酒税法によりアルコール度数1％以上のビー

ルの自家醸造は禁じられているため，当時の醸造

家の多くはビール醸造の経験がほとんどなかっ

た。この点は，ビールの自家醸造から発展してき

たアメリカをはじめとする西欧諸国のクラフト

ビール醸造とは状況が大きく異なっていた。いず

れにしても，高品質のビールを醸造できなかった
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ことが，一般の人々の間にクラフトビールは「高

くて，まずい」というイメージを形成させてしま

うことにつながった（Meli，2013）。そして，そ

のような低品質高価格は顧客離れを招き，クラフ

トビール事業から撤退を余儀なくされる企業もで

てきた。その結果，2000年以降クラフトビール

醸造所の数は漸減し始めた。

その一方で，一部の醸造所は，海外から経験を

積んだ醸造家を招へいしたり，醸造家を海外の醸

造所に派遣して研修をさせたりすることによって

醸造技術を高めたものも出てきた。そのような醸

造所は，ビールの品質が向上し，顧客を確保する

ことができたことから経営も安定する傾向にあっ

た。

このように，2000年代初頭はクラフトビール

醸造所における自然淘汰が進行し，それに打ち

克った一部の醸造所は，クラフトビール業界に

おいて確固たる地位を築き，経営規模も拡大さ

せていった。それが「第2次クラフトビールブー

ム」と呼ばれるものである。2010年代に入ると，

世界なムーブメントとなったアメリカにおけるク

ラフトビールの流行が日本にも及ぶようになり，

ジャーマン・スタイルが中心であった既存の醸造

所もアメリカン・スタイルのビールを醸造するよ

うになった。新規参入する業者も再び増加し，ス

パイスやフルーツなどの副原料を使用したり，強

い酸味が特徴のサワービールを醸造したりする

前衛的な醸造所も出てきた。それが，現在まで

続く「第3次クラフトビールブーム」である。ま

た，この時期に，「クラフトビール」という言葉

が一般的に使用されるようになった。2015年現

在，国税庁のデータに基づく「地ビール製造免許

場数」は180であるが，発泡酒免許によるクラフ

トビール醸造所も存在しているため，実際のクラ

フトビール場所数はそれよりも多くなっている。

日本地ビール協会のデータによると，2017年現

在全国に274場が存在しているとされる（日本地

ビール協会，2017）。

このように，現在，クラフトビール醸造業界は

急速に成長・拡大している。その一方で，クラフ

図1　日本のクラフトビール醸造所数の推移（1994～2015年）
 （国税庁データより作成）
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トビールの生産面だけではなく，消費面において

も大きな変化が生じている。なかでも，クラフト

ビールに関するイベントは，クラフトビールの普

及のみならず，新規顧客の獲得や地域活性化，あ

るいは観光の対象としても重要なものとなってい

る。次章では，東京都におけるクラフトビールイ

ベントについてみていく。

Ⅲ　クラフトビールイベントの現状

東京都内において複数年度にわたって定期開催

されているクラフトビールイベントを示したもの

が表1である。それによると，東京都下において

はおよそ年間10件ほどの定期イベントが開催さ

れている。まず，東京都において最も歴史のある

クラフトビールイベントがビアフェス東京であ

る。ビアフェス東京は日本地ビール協会主催の全

国イベント「ビアフェス」の一つであり，そのな

かでも最大のイベントである。全国から40社前

後の醸造所が出展し，100銘柄程度のビールを楽

しむことができる。このイベントの特徴として

は，4月に行われるビール品評会である「アジア・

ビア・カップ」の入賞ビールを試飲できることに

あり，多くのビール愛好家が訪れる。また，審査

員であるビアジャッジによる料理とビールのペア

リング講座や，各醸造所のブースを巡りながらビ

アスタイルについて学ぶことのできるツアーなど

も行っており，ビールのことをより深く知りたい

という若者に人気を博している。

ニッポンクラフトビアフェスティバルは，

NPO法人日本の地ビールを支援する会が中心の

ニッポンクラフトビアフェスティバル実行委員の

主催する全国イベントであり，神奈川県三浦市と

横浜市の他，東京では年3回千代田区と墨田区で

行われている。日本のクラフトビールに関連する

イベントとしては最大級であり，20社50銘柄以

上のビールを試飲することができる。

また，醸造所が主催するイベントとしてはフ

レッシュホップフェストがある。フレッシュホッ

プフェストは，スプリングバレーブルワリーが主

催する国内産のホップを使用したビールをテーマ

とするイベントである。2017年は31社の出展が

あり，その年収穫されたホップを使用したビール

を試飲できるのみならず，醸造所の立地する地域

の食材を使用した料理を楽しむこともできる。さ

らに，ホップ技術師によるレクチャーやホップ畑

のVR体験などのアトラクションが用意されてお

表1　東京都における定期開催のクラフトビールイベント（1998～2016年）



23

－145－

り，普段なじみの少ないホップについて五感を使

いながら学ぶことができるような工夫がなされて

いる。また，2017年度からはスプリングバレー

ブルワリーだけではなく，協賛する全国のビール

飲食店においても開催されるようになり，イベン

トの拡大がみられた。

2010年代以降に出現してきたイベントは従来

のイベントとは異なり，よりテーマ性をもったも

のが多くなってきている。東京都内のイベントで

は，海外のクラフトビールをテーマとするものが

増加している。とくに，近年拡大が著しいのが，

オクトーバーフェストとベルギービール・ウィー

クエンドである。オクトーバーフェストは，オク

トーバーフェスト実行委員会が主催するドイツ

ビールをテーマとするイベントである。近年では

仙台市や奈良市などの地方都市でも開催されるよ

うになったほか，東京都では日比谷公園やお台場

のシンボルプロムナード公園を会場として年4回

開催されている。会場では，ドイツ料理を提供す

る屋台や，ミュンヘンのオクトーバーフェストを

彷彿とさせるドイツ人楽団による音楽ライブのス

テージも用意されている。

ベルギービール・ウィークエンドは，六本木ヒ

ルズで開催されるベルギービールをテーマとした

イベントである。近年では全国規模のイベントに

拡大し，東京のほか名古屋，横浜，大阪，金沢，

札幌，仙台，神戸の7都市で開催されている。お

よそ70銘柄から100銘柄ほどのビールを試飲する

ことができるほか，オクトーバーフェスト同様に

ベルギーのアーティストによる音楽ライブもあ

る。

さらに，近年は東京都内のイベントにおいても

開催地に広がりがみられるようになってきてお

り，定期開催のビールイベントのなかった多摩地

域においても，むさしの府中ビール祭りが2016

年より開催されるようになった。また，多摩地域

においては，小規模なイベントや単発的なイベン

トを含めると既に多数のイベントが開催されてお

り，今後もイベントが拡大していくことが見込ま

れている。このように，東京都におけるクラフト

ビールに関連するイベントは，都心に集中すると

いう偏在性があるものの，近年ではそれが是正さ

れつつある。

Ⅳ　クラフトビールイベントと若者観光

ここまで，東京におけるクラフトビールとそれ

に関連するイベントの発展を俯瞰してきた。しか

し，果たしてそれらのイベントが若者の観光にど

のような影響を与えているのか，クラフトビール

文化の消費の観点から考察してみたい。

従来，日本においてビールとは大手ビール会社

の製造するピルスナースタイルのビールが中心で

あった。つまり，飲食店で「とりあえずビール」

とさえ頼めばイメージ通りのビールが提供され，

ビールのスタイルなど意識せずにビールを飲む時

代だった。このような状況は，緒方（2016）が述

べているように上下関係にとらわれ，「空気を読」

みながら，全員が同じビールで乾杯しなければな

らない日本的集団主義に基づく宴会の形式に合致

してきたのである。しかし，近年の若者はそのよ

うな宴会スタイルを好まない傾向にある。そのた

め，従来のようにビール自体を飲む，あるいは飲

まなければならないという機会が少なくなり，結

果として「ビール離れ」につながっていった。

しかし，そこにクラフトビールが進出してき

たことによって状況が大きく変化した。多様な

スタイルのクラフトビールは，まさに従来のピ

ルスナー中心の日本のビール事情を打破したので

ある。そのような，ピルスナーというスタイルに

とらわれないクラフトビールの在り方は，形式に

とらわれることを好まず，個性を大事にしようと

する若者の感性や嗜好に合致したのである。まさ
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に，若者にとってクラフトビールは自身のアイデ

ンティティを示すフード・アイテムとなっていっ

たのである。そのトレンドは，若者の間でヒエラ

ルキー構造をもってイノベーターから追随者にま

で浸透していった。そして，その過程でクラフト

ビールイベントが大きな役割を果たしたと考えら

れる。

クラフトビールイベントは彼らの消費欲を喚起

させるものとして機能するだけではなく，トレン

ドを媒介するものとしても機能したのである。そ

れは，2000年代後半以降にクラフトビールイベ

ントが増加していることにも象徴される。つま

り，クラフトビールイベントは，若者にとって気

軽にトレンドに接触できる場所の1つとなったの

である。そして，イベントの成熟や認知度の高ま

りを通じてトレンドに敏感なイノベーターだけで

はなく，一般の若者にもクラフトビールが浸透す

るようになってきたのである。さらに，若者の間

にある程度クラフトビールというものが普及し始

めると，差別化やその他の選択肢を追求して，よ

りテーマ性のあるイベントが求められるように

なった。それが，海外のクラフトビールをテーマ

としたオクトーバーフェストやベルギービール・

ウィークエンド，ホップという特定の原材料を

テーマとするフレッシュホップフェストといった

イベントである。また，日本のクラフトビールを

扱うイベントも含め，いずれのイベントにおいて

もSNSを活用することによって若者を取り込む

ことに成功している。これらのイベントは，フー

ド・アイテムとしてのクラフトビールを消費する

ようになった若者の動向を反映しており，いわば

若者を消費者の中心とする新たなクラフトビール

文化が形成されつつあることが伺える。

さらに，近年ではクラフトビールイベントの空

間的拡大もみられるようになった。従来のビール

イベントは東京都心部を中心に展開していたので

あるが，西部の多摩地域においても，むさしの府

中ビール祭りが行われるようになった。このよう

なクラフトビールイベントの空間的拡大もまた，

多くの若者をクラフトビールに引きつけることに

つながるのである。

以上のようなクラフトビールイベントは，クラ

フトビールを通じて日常の生活空間を超越した非

日常空間を作り出しているとみることができる。

とくに都心郊外に居住する若者にとって東京都心

部で行われるイベント自体が自身の日常生活圏を

離れた非日常生活圏での体験となる。また，普段

クラフトビールに馴染みのない若者にとっては，

クラフトビール自体が非日常を演出するアイテム

ともなる。このような非日常性を味わうという点

においては，クラフトビールイベントに参加する

ことは観光の一形態としてみることができるであ

ろう。クラフトビールイベントを通じた観光の形

態は，著名な飲食店において洗練された「食」を

求めるガストロノミー中心であった従来の都市型

フード・ツーリズムとは異なるものである。若

者にとっては，より気軽に，かつ効率的に新し

い「食」体験を味わうことができるフード・ツー

リズムの形態であるといえよう。また，このよう

なツーリズムの形態は，クラフトビールという流

行のフード・アイテムによるファッション的要素

と，仲間とともに楽しむというイベントの要素と

が共存しており，若者にとってより魅力的なもの

ともなっている。つまり，それらのイベントに参

加する若者は，オルタナティブな都市型フード・

ツーリズムを享受しているのである。

Ⅴ　若者を取り巻くクラフトビール文化の課題 

－おわりにかえて－

以上のように，クラフトビールの発展とともに

それに関連するイベントも展開してきた。そのな

かで，若者はクラフトビールを自身のアイデン
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ティティを示すフード・アイテムとして捉え，い

わばファッションとして消費してきた。それは，

従来の日本におけるビール飲酒文化とは異なる新

たなクラフトビール文化であり，その文化が反映

されたクラフトビールイベントに参加することに

よって若者にとってのオルタナティブな都市型

フード・ツーリズムが形成されていた。

しかし，現在の若者を取り巻くクラフトビール

文化に問題がないわけではない。まず，クラフト

ビールの真生性の問題がある。それは，若者がク

ラフトビールをファッション性のあるフード・ア

イテムと捉えていることにも関連するのである

が，クラフトビールという名称が一般化するなか

で，言葉のみが一人歩きしてしまっている様相も

みられる。日本においてクラフトビールという言

葉が正式に定義されない限り，ファッション性の

みの空虚な言葉として真正性の担保は弱くなり，

若者の間においても単なる一流行で終わってしま

うことも考えられる。

もうひとつの問題がクラフトビールイベントの

持続性の問題である。東京都内で行われるクラフ

トビールイベントの多くは単発的であることや，

数年にわたって継続されるものが少ないことが挙

げられる。とりわけ，多摩地域における定期開催

イベントが未だに少なく，今後の充足が望まれ

る。これらの課題が解決されることにより，若者

を中心とするより安定した都市型フード・ツーリ

ズムが形成されるであろう。

注

1） キリンビール社史（キリンビール株式会社， 1999）
によると，スプリングバレーブルワリーとは，
1870（明治3）年にノルウェー系アメリカ人ウィリ
アム・コープランドによって横浜山手に開設され
たブルワリーの名称である。スプリングバレーブ
ルワリーは，1884（明治17）年に経営難により閉

鎖し，1885（明治18）年にジャパンブルワリーカ
ンパニーによって買収された。さらに，1907（明
治40）年には，明治屋の米井源治郎によってジャ
パンブルワリーカンパニーが買収され，現在のキ
リンビールが誕生した。そのような設立に至る経
緯もあり，キリンビールにとってスプリングバレー
ブルワリーという名称は象徴的なものとなってい
る。1991（平成3）年に横浜工場内に設立されたブ
ルーイングパブに「スプリングバレー」の名称を
冠したが，2015（平成27）年にはスプリングバレー
ブルワリーとして独立子会社化し，オリジナルブ
ランドのビール醸造を行うようになった。

2） 大手5社とは，キリンビール，アサヒビール，サッ
ポロビール，サントリー，オリオンビールのこと
である。
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